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審議案件 １       大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項）  
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称：ケーヨーデイツー姉崎店                        ＜届出概要＞ 
 ２ 所在地：市原市今津朝山川原場３１５番１ほか 
３ 建物設置者：株式会社ケーヨー 代表取締役 林武夫 
４ 小売業者名：株式会社ケーヨー 代表取締役 林武夫(業種：住・生活関連品専門店)              ほか 
５ 敷地の概要：・敷地面積 ２１，３５３㎡  ・所有形態  賃貸借 

・都市計画区域 市街化区域 
・用途地域   準工業地域 
・現況     更地 
・建築確認   平成１８年７月１０日 

６ 建物の概要：・構造     鉄骨造平屋建 
・建築面積   ６，７４１㎡ 
・延床面積   ６，５９５㎡ 
・店舗面積   ５，９６５㎡ 

７ 周辺の環境等：東側に事務所及び駐車場、西側は市道を挟み空地 
南側は空地、北側は工場及び空地である。 

８ 処理経過：届出日 平成１８年４月１０日 
公告縦覧期間  平成１８年５月１２日～平成１８年９月１２日 
説明会開催日時 平成１８年５月２６日 午後７時から 

         平成１８年５月２８日 午後１時３０分から   
      場所 市原市今津朝山公民館 

９ 市町村・住民等の意見 ：市原市の意見    なし 
：住民等の意見    なし 

１ 新設日 ：平成１８年１２月１１日 
２ 店舗面積：５，９６５㎡ 
３ 駐車場の位置：図３ 
  駐車場の収容台数：２９９台 
４ 駐輪場の位置：図３ 
  駐輪場の収容台数：２０７台 
５ 荷さばき施設の位置：図３ 
  荷さばき施設の面積：５７９㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図３ 
  廃棄物保管施設の容量：８１㎥ 
７ 開店時刻：午前８時 
  閉店時刻：午後８時 
８ 駐車場利用可能時間帯：午前７時３０分 

～午後８時３０分 
９ 駐車場の出入口の数：２か所 
 駐車場の出入口の位置：図３ 

10 荷さばき可能時間帯：午前６時～翌午前６時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（１）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数 ２９９台(うち身障者用２台) 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 950 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 5,965 千㎡） 
           ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 70％） 

÷（Ｄ：平均乗車人員 2.00 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 1.0468） 
              ＝２９８．９台 
イ 駐車場の位置及び構造等（図３ 参照） 

・建物外平面駐車場（自走式） 
・出入口２か所 
交通への支障を回避するための方策 
・繁忙期（土日祝日）に交通整理員を出入口に配置しスムーズな誘導を行う。 

 
ウ 駐輪場の確保等（図３ 参照） 
   届出台数 ２０７台  指針参考値の駐輪台数 5,965 ㎡÷35 ㎡=171 台 
 
エ 荷さばき施設の整備等（図３ 参照） 
（ア）荷さばき施設の整備  面積：５７９㎡ 
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数    ：２台 
 ・待機スペース      ：なし 
・搬出入車両専用出入口  ：なし 
・荷さばき可能時間帯   ：午前６時～翌午前６時 
・搬出入車両              ：２台（１０ｔ車） 
・平均的な荷さばき処理時間：３０分 
・ピーク時の搬出入車両台数：２台 

 
オ 経路の設定 
（ア）案内経路   図２のとおり 
（イ）周知の方法 

・チラシ等の配布：新聞折込及び広告チラシに案内図を掲載する。 
・駐車場誘導案内板の設置。（５か所） 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保され

ており、駐車需要を充足していると認

められる。 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値の台数が確保

されており、駐輪需要を充足している

と認められる。 
 
 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施設が

確保されており、適切な配慮がなされ

ていると認められる。 
 
 
 
 
※ 経路 

経路設定及びその周知の方法は、

必要な配慮がなされていると認めら

れる。 
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（２）歩行者の通行の利便性の確保等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・敷地内の歩行者専用通路をカラー表示し歩行者の安全を確保する。（図３ 参照） 
・歩行者の安全を確保するため屋外灯を設置する。 
・繁忙時には交通整理員を配置し、歩行者及び自転車等の安全対策に努める。 

※ 歩行者の通行の利便性の確保につ

いて、必要な配慮がなされていると認

められる。 
 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 廃棄物減量化 
・折りたたみ式コンテナを使用しダンボール等梱包を最小限にする。 
・過剰包装のないように努める。 
・再生紙の使用に努める。 
・コピー・メモ用紙は両面及び裏面も使用するように努める。 
・文具類は大切に使用するよう努める。 
 

イ リサイクル計画 
 ・対象となる家電４商品（冷蔵庫・洗濯機・テレビ・エアコン）については、消費者から引取りをし指定業者に運搬

を委託しメーカーに引き渡す。 
 ・特定事業者として（財）日本容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を締結し、再商品化を推進する。 
 ・自動販売機飲料の容器は、種類別に分別収集を行い、処理専門業者に委託する。 

※ 廃棄物の減量化及びリサイクル計

画について、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策  
・行政から要望があれば協力する。 

イ 防犯対策 
・閉店後は出入口を鉄製門扉で閉鎖し、外部からの進入を防止し犯罪等の発生を防止する。 

※ 防災・防犯対策への協力について

は、適切な配慮がなされていると認め

られる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（１）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策 ：低騒音機器を採用し防振架台を設置する。 
（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 

ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・荷さばき作業：荷さばき施設は屋内に設置する。 

搬出入車両のアイドリング禁止を徹底する。 
台車は低騒音型を採用する。 
衝撃騒音の発生が予測される箇所（搬入車プラットホーム等）に緩衝用のゴムを取付け低減を

図る。 
b 営業宣伝活動に伴う騒音対策 

・指向性の高いスピーカーを使用し、外部への影響を最小限に留める。 
(ウ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 

a  室外機等からの騒音 
・送風機は低騒音型を採用し、室外機等には防振架台を設置する。 
・スピーカーは小音量で使用する。 

b  駐車場からの騒音対策 
・アイドリングストップ等の看板を駐車場内に設置する。 
・出入口及び場内等の段差を少なくし騒音発生の低減を図る。 

c  廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・施設面の対策：作業床をコンクリート平滑仕上げとする。         
        廃棄物回収場所を屋内に設置する。 
・運用面の対策：作業者に作業時の騒音防止意識向上の働きかけを行う。 

回収時間帯は営業時間内に限定する。 
 
 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価について

は、昼間・夜間の等価騒音レベルは基

準を満たしている。  
夜間において発生する騒音ごとの予

測評価において、敷地境界ｂ地点で荷

さばき車両走行音、ｅ地点で荷さばき

車両走行音等が基準値を超過するが、

ｂ地点については、保全対象側が空地

や河川であり、ｅ地点については保全

対象側で基準を満たしており、生活環

境に与える騒音の影響は軽微であると

認められる。 



5 

イ 騒音の予測・評価について（図４ 参照）                                 

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00) 及び夜間

(22:00～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
b 予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外７地点 
c 評価方法：騒音に係る環境基準。 
d 騒音の総合的な予測結果 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 

環境

基準

類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ地点 準工業地域 Ｂ 45 60 以下 ＜30 50 以下  
Ｂ地点 準工業地域 Ｂ 46 60 以下 36 50 以下  
Ｃ地点 準工業地域 Ｂ 50 60 以下 43 50 以下  
Ｄ地点 準工業地域 Ｂ 46 60 以下 42 50 以下  
Ｅ地点 準工業地域 Ｂ 54 60 以下 42 50 以下  
Ｆ地点 準工業地域 Ｂ 48 60 以下 34 50 以下  
Ｇ地点 準工業地域 Ｂ 48 60 以下 ＜30 50 以下  
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（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法      
a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回折減衰を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
ｂ 予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点。 
ｃ 評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準。 
ｄ 発生する騒音ごとの予測結果 

予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 
夜  間 （22:00～6:00） 

地点名 用途地域区分 騒音規制法

区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 

 
備  考 

ｂ地点 準工業地域 第三種 94 50 － － 荷さばき車両走行音 

ｅ地点 準工業地域 第三種 75 50 46 50 荷さばき車両走行音 

ｅ地点 準工業地域 第三種 81 50 42 50 荷さばきﾊﾞｯｸﾌﾞｻﾞｰ 

ｅ地点 準工業地域 第三種 71 50 42 50 荷おろし作業音 

ｅ地点 準工業地域 第三種 71 50 42 50 台車走行音 

ｆ地点 準工業地域 第三種 36 50 － － キュービクル 
   

＊ 周辺は工業地帯であり、隣接地には、民家などの保全対象はない。ただし、隣接工場の駐車場の形状を考慮し、

  隣接工場の駐車場に面する住居（近隣工場社宅）を保全対象Ｈ地点として設定した。 
＊ 荷さばき車両走行音が原因で敷地境界予測地点ｂ，ｅで基準値を超過するが、ｂ地点の保全対象側は、河川等で

あり、保全対象がなく、ｅ地点では、保全対象側で基準以下となる。 
＊ 荷さばきに係る作業音、ﾊﾞｯｸﾌﾞｻﾞｰ、台車走行音が原因で、敷地境界予測地点ｅで基準値を超過するが、保全対

象側で基準以下となる。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について （図３ 参照） 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：８１m3 （５４㎡×高さ１．５ｍ） 
             

（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」(Ａ×Ｂ÷Ｃ) 
 A：1 日当たりの廃棄物等

の排出予測量  （ｔ）
B：廃棄物等の平
均保管数  （日）

C：廃棄物等の見
かけ比重 

保管容量 
（㎥）

紙製廃棄物等 １．２４１ ２ ０．１０ ２４．８２
金属製廃棄物等 ０．０４２ ２ ０．１０ ０．８４

ガラス製廃棄物等 ０．０３６ ２ ０．１０   ０．７２

プラスチック製 
廃棄物等 

０．１１９ ２ ０．０１ ２３．８０

生ごみ等 １．００８ ２ ０．５５   ３．６７
その他の可燃物等 ０．３２２ ２ ０．３８ １．７０

合  計    ５５．５５

イ 廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理 
・運搬頻度    ２日に１回 

※廃棄物 
廃棄物に係る事項等について、保管

施設は指針を満たす保管容量が確保

されており、運搬等についても配慮が

なされていると認められる。 
 

（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ： 緑化面積 ３６８㎡（敷地面積 ２１，３５３㎡の１．７２％） 
 

イ 街並みづくり、景観への配慮 ：平屋建ての建物とし、空間に圧迫感を与えない高さとする。 
店舗色彩は全体的に落ち着いた色調とし、ストアロゴをアクセントとする。 

                   
ウ 屋外照明・広告塔照明等 

・点灯時間  午後５時から営業終了時刻まで。 
・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 

※街並みづくり等への配慮 
地域環境との調和に適切な配慮がな

されていると認められる。 

３ 市町村・住民等の意見について 
ア 市原市の意見 
   なし   
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第３ 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、 指針に基づく参考値の台数が確保されており、駐輪需要を充足していると認められる。 
   経路の設定及びその周知方法について、必要な配慮がされていると認められる。 
 

２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 
 

３ 発生する騒音の予測・評価については、昼間・夜間の等価騒音レベルは基準を満たしている。夜間において発生する騒音ごとの予測評価において、敷地境界

ｂ地点で荷さばき車両走行音、ｅ地点で荷さばき車両走行音等が基準値を超過するが、ｂ地点については、保全対象側が空地や河川であり、ｅ地点については

保全対象側で基準を満たしており、生活環境に与える騒音の影響は軽微であると認められる。 
 

 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がされていると認められる。 
 
６ 市原市の意見及び住民等からの意見はなかった。 

 
  以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第４ 県の意見(案) 

   「意見なし。」 
   なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件 ２       大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項）  
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称：せんどうちはら台店                          ＜届出概要＞ 
 ２ 所在地：市原市ちはら台南６丁目１番７号ほか 
３ 建物設置者：株式会社せんどう 代表取締役 木口宣道 
４ 小売業者名：株式会社せんどう 代表取締役 木口宣道(業種：食料品専門店)              ほか 
５ 敷地の概要：・敷地面積 １０，３９７㎡  ・所有形態  自己所有地 

・都市計画区域 都市計画区域 
・用途地域   近隣商業地域 
・現況     宅地 
・建築確認   平成１８年６月１５日 

６ 建物の概要：・構造     鉄骨造平屋建 
・建築面積   ３，３３８㎡ 
・延床面積   ３，１３７㎡ 
・店舗面積   ２，４３７㎡ 

７ 周辺の環境等：東側に市道を挟み店舗と事務所、西側は市道を挟み学校 
南側は草地、北側は市道を挟み住居である。 

８ 処理経過：届出日 平成１８年４月１１日 
公告縦覧期間  平成１８年５月１２日～平成１８年９月１２日 
説明会開催日時 平成１８年５月１７日 午後２時から 

      場所 市津公民館会議室 
９ 市町村・住民等の意見 ：市原市の意見    あり 

：住民等の意見    なし 

１ 新設日 ：平成１８年１２月１０日 
２ 店舗面積：２，４３７㎡ 
３ 駐車場の位置：図４ 
  駐車場の収容台数：１１０台 
４ 駐輪場の位置：図４ 
  駐輪場の収容台数：７８台 
５ 荷さばき施設の位置：図４ 
  荷さばき施設の面積：１０５㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図４ 
  廃棄物保管施設の容量：２３㎥ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後９時４５分 
８ 駐車場利用可能時間帯：午前９時３０分 

～午後１０時 
９ 駐車場の出入口の数：４か所 
 駐車場の出入口の位置：図４ 

10 荷さばき可能時間帯：午前７時～午後５時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（２）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数 １１０台(うち身障者用４台) 

（指針）必要駐車場台数＝（Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,027 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 2,437 千㎡）

           ×（Ｂ：ピーク率 14.4％）×（Ｃ：自動車分担率 75％） 
÷（Ｄ：平均乗車人員 2.00 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.723） 

              ＝９７台 
イ 駐車場の位置及び構造等（図４ 参照） 

・建物外平面駐車場（自走式） 
・出入口４か所 
交通への支障を回避するための方策 
・開店後３か月は毎日出入口付近及び駐車場内に交通整理員を配置し誘導を行う。 
・繁忙期（土日祝日）にも交通整理員を配置し場内の通行をスムーズに行う。 

 
ウ 駐輪場の確保等（図４ 参照） 
   届出台数 ７８台  指針参考値の駐輪台数 2,437 ㎡÷35 ㎡=69.6 台 
エ 荷さばき施設の整備等（図４ 参照） 
（ア） 荷さばき施設の整備  面積：１０５㎡（No.①５４㎡ No.②５１㎡） 
（イ） 計画的な搬出入 

・同時作業可能台数    ：２台（No.①１台 No.②１台） 
 ・待機スペース      ：なし 
・搬出入車両専用出入口  ：あり（３か所 No.①１か所 No.②２か所） 
・荷さばき可能時間帯   ：午前７時～午後５時 
・搬出入車両              ：合計２台（４ｔ車） 
・平均的な荷さばき処理時間：２０分 
・ピーク時の搬出入車両台数：２台 

オ 経路の設定 
（ア）案内経路   図３のとおり 
（イ）周知の方法 

・チラシ等の配布：新聞折込及び広告チラシに案内図を掲載する。 
・駐車場誘導案内板の設置。（４か所） 
 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保され

ており、駐車需要を充足していると認

められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値の台数が確保

されており、駐輪需要を充足している

と認められる。 
 
 
 
※荷さばき施設 

搬出入計画に基づき、必要な施設が

確保されており、適切な配慮がなされ

ていると認められる。 
 
※ 経路 

経路設定及びその周知の方法は、

必要な配慮がなされていると認めら

れる。 
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（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
・敷地内の歩行者専用通路に白線を引き歩行者の安全を確保する。（図４ 参照） 
・歩行者の安全を確保するため屋外灯を設置する。 
・通学路が隣接する出入口付近は、通学時に常時交通整理員を配置する。 

※ 歩行者の通行の利便性の確保につ

いて、必要な配慮がなされていると認

められる。 
 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 廃棄物減量化 
・ダンボール類の大量排出を防ぐため、リターナブルコンテナ配送を実施する。 
・ばら売りを積極的に行い、無駄なトレイやラップの使用を削減する。 
 

イ リサイクル計画 
 ・食品リサイクル法に則し、食品加工工程中に発生した端材や野菜くずなどは、飼料化して再利用するため回収を専

門リサイクル業者に委託する。 
 ・使用済みトレイのリサイクルのため、回収ボックスを設置し回収に努める。 
 ・リサイクル促進を促すためのチラシを店頭で告知する。 
・アルミ缶は回収して専門業者に委託する。 
・ペットボトルは、市の依頼により回収ボックスを設置し市原市のクリーンセンターに引き渡す。 

 
 

※ 廃棄物の減量化及びリサイクル計

画について、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策  
・行政から要望があれば協力する。 

イ 防犯対策 
 ・所轄警察との連携による緊急時の通報体制を整備する。 
・閉店後は出入口にチェーンで閉鎖し、車両やバイク等の進入を防止し店舗管理を行う。 

※ 防災・防犯対策への協力について

は、適切な配慮がなされていると認め

られる。 
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２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 
（３）騒音の発生に係る事項 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア） 騒音問題への一般的対策  

・低騒音機器を採用し防振架台を設置する。 
   ・屋上室外機に遮音壁（厚さ５０ミリ、高さ２．６メートル、材質 ALC）を設置する。   
（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策 

ａ 荷さばき作業等に伴う騒音対策 
・荷さばき作業：早朝夜間の搬入は行わない。 

搬出入車両のアイドリングを禁止する。 
硬質ゴムタイヤの台車を使用し、床をコンクリート平滑仕上げとし、台車の移動時の摩擦音の

低減を図る。 
b 営業宣伝活動に伴う騒音対策 

・営業宣伝活動を目的とした屋外への拡声器の設置はしない。 
 

(エ) 付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
a  室外機等からの騒音 

・機器は低騒音型の機種を採用し防振架台を設置する。 
b  駐車場からの騒音対策 

・外周部に緑地を設ける。 
・アイドリング、空ぶかし停止看板を駐車場内各所に設置する。 
・出入口の段差を無くし排水蓋は、低騒音型を採用する。 
・駐車場内に,交通整理員を配置し円滑な場内走行を図る。 

    
c  廃棄物収集作業に伴う騒音対策 

・施設面の対策：作業床をコンクリート平滑仕上げとする。         
         
・運用面の対策：回収時間帯は早朝及び夜間の時間帯を避ける。 

作業者に作業時の騒音防止意識向上の働きかけを行う。 
回収時間をダイヤ化し、作業時間の短縮を図る。 
 
 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価について

は、すべて基準値以下であり、適切な

対応がとられていると認められる。 
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イ 騒音の予測・評価について（図５ 参照）                                 

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00) 及び夜間(22:00

～6:00)における各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
b 予測地点：建物の周囲に近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し又は立地可能な住居等の屋外２地点 
c 評価方法：騒音に係る環境基準。 
d 騒音の総合的な予測結果 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点名 用途地域区分 

環境

基準

類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 

Ａ地点 第一種中高層専用

地域 A 46 55 以下 31 45 以下  

Ｂ地点 第一種中高層専用

地域 A 52 55 以下 36 45 以下  

 
（イ）発生する騒音ごとの予測･評価方法      

a 予測方法：音源ごとに距離減衰効果及び回折減衰を考慮した予測地点での最大騒音レベルを算出した。 
b 予測地点：建物の周囲について、音源毎に最短敷地境界地点。（音源が屋上にあるため、２階高さで予測） 
c 評価方法：騒音規制法に係る夜間の規制基準。 
d 発生する騒音ごとの予測結果 

予測地点 音源ごとの予測（最大騒音レベル） 単位：dB 
夜  間 （22:00～6:00） 

地点名 用途地域区分 騒音規制法

区域区分 敷地境界 基準値 保全対象 基準値 

 
備  考 

C 近隣商業地域 第３種区域 42 50 － － 冷凍機 

D 近隣商業地域 第３種区域 46 50 － － 冷凍機 

E 近隣商業地域 第３種区域 46 50 － － キュービクル 
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（４）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について （図４ 参照） 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量 ：２３m3 （１９㎡×高さ１．２ｍ） 
             

（指針）「廃棄物等の保管容量（ｍ３）」(Ａ×Ｂ÷Ｃ) 
 A：1 日当たりの廃棄物等

の排出予測量  （ｔ）
B：廃棄物等の平
均保管数  （日）

C：廃棄物等の見
かけ比重 

保管容量 
（㎥）

紙製廃棄物等 ０．５０７ １ ０．１０ ５．０６９
金属製廃棄物等 ０．０１７ １ ０．１０ ０．１７１

ガラス製廃棄物等 ０．０１５ １ ０．１０   ０．１４６

プラスチック製 
廃棄物等 

０．０４９ １ ０．０２ ２．４３７

生ごみ等 ０．４１２ １ ０．５５   ０．７４９
その他の可燃物等 １．１３２ １ ０．３８  ０．３４６

合  計    ８．９１８

 
（イ）廃棄物等の運搬や処分について 
・運搬・処理方法 許可業者による敷地外処理を行う。 

 
・運搬頻度    毎日 

※廃棄物 
廃棄物に係る事項等について、保管

施設は指針を満たす保管容量が確保

されており、運搬等についても配慮が

なされていると認められる。 
 

 
（３）街並みづくり等への配慮等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 敷地内の緑化計画 ： 緑化面積 ２３２㎡（敷地面積 １０，３９７㎡の２．２３％） 

 
イ 街並みづくり、景観への配慮 ・地区計画による配慮事項 

①建物の外壁及び柱は、道路境界から１メートル以上離す。 
②建物裏側に道路境界から２メートルの空間を設ける。 

・駐車場の外周に緑地を設け、景観と環境に配慮する。 
ウ 屋外照明・広告塔照明等 

・点灯時間  午後５時から午後１０時 
・光害対策  住宅に対して照射角度を配慮する。 

※街並みづくり等への配慮 
地域環境との調和に適切な配慮がな

されていると認められる。 
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３ 市町村・住民等の意見について 
ア 市原市の意見 
  （ア）周辺住宅地への路上駐車とならないよう対応すること。 

(対応) 
交通整理員を配備して路上駐車とならないよう、監視、誘導します。 

 
（イ）災害時において、要請した場合に駐車場の利用及び食糧等の供給に協力すること。 

   （対応） 
要請があれば協力します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 市原市からの意見については、必要

な対応がとられていると認められる。 
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第３ 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、 指針に基づく参考値の台数が確保されており、駐輪需要を充足していると認められる。 
   経路の設定及びその周知方法について、必要な配慮がされていると認められる。 
 

２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 
 

３ 発生する騒音の予測・評価については、すべて基準値以下であり、適切な対応がとられていると認められる。 
 

 ４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても、

適切な配慮がされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がされていると認められる。 
 
６ 市原市の意見については、必要な対応がとられると認められる。なお、住民等からの意見はなかった。 

 
  以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るため施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮されていると判断

する。 
 
第４ 県の意見(案) 

   「意見なし。」 
   なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
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審議案件３        大規模小売店舗立地法に基づく届出に関する審議資料（法第 5 条第 1 項）  
 
第１ 審議案件の概要 

１ 大規模小売店舗の名称：（仮称）ユニクロ新鎌ヶ谷店                     ＜届出概要＞ 
２ 所在地：鎌ケ谷都市計画事業新鎌ケ谷特定土地区画整理事業施行地区内４５街区１画地１ほか 
３ 建物設置者：渋谷 三郎 
４ 小売業者名：株式会社ユニクロ（業種：衣料品等）ほか 
５ 敷地の概要：・敷地面積   ５，７３２㎡    ・所有形態 自己所有 

・都市計画区域 市街化区域 
・用途地域 近隣商業地域、第一種住居地域、準住居地域 
・現  況   宅 地 
・建築確認 平成１８年８月１０日 

６ 建物の概要：・構  造 鉄骨造、平屋建 
        ・建築面積  １，５４９㎡   

・延床面積  １，５４９㎡ 
・店舗面積  １，３０２㎡ 

７ 周辺の環境等：計画地周辺は区画整理事業が施行中で、新京成線、北総公団線、東武野田線の新

鎌ヶ谷駅から北東４００ｍに位置し、国道４６４号に接している。北側は農地、西

側、南側は住宅地、既存の商業施設があり、道路を挟み東側は住宅になっている。 
  ８ 処理経過：  届出日     平成１８年５月８日 

        公告縦覧期間  平成１８年５月２６日～平成１８年９月２６日 
        説明会 日 時 平成１８年６月１５日 午後６時～ 
            場 所 鎌ヶ谷市総合福祉保健センター 

９ 市町村・住民等の意見： 
 ・鎌ヶ谷市の意見  あり 
 ・住民等の意見   なし 

１ 新設日 ：平成１９年３月１日 
２ 店舗面積：    １，３０２㎡ 
３ 駐車場の位置：図２参照 
  駐車場の収容台数：  １１０台 
４ 駐輪場の位置：図２参照 
  駐輪場の収容台数：   ４７台 
５ 荷さばき施設の位置：図２参照 
  荷さばき施設の面積：  ３２㎡ 
６ 廃棄物等の保管施設の位置：図２参照 
  廃棄物保管施設の容量： １０ｍ３ 
７ 開店時刻：午前１０時 
  閉店時刻：午後８時 
８ 駐車場利用可能時間帯： 

  午前９時３０分～午後８時３０分 
９ 駐車場の出入口の位置：図２参照 

駐車場の出入口の数：  ５か所 
10 荷さばき可能時間帯： 
       午前６時～午前９時 
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第２ 大規模小売店舗の施設の配置及び運営方法に関する事項（届出事項等） 
１ 駐車需要の充足その他による大規模小売店舗の周辺の地域の住民の利便及び商業その他の業務の利便の確保のために配慮すべき事項 
（３）駐車需要の充足等交通に係る事項               

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 駐車場の収容台数 ：届出台数  １１０台（身障者用 １台） 

必要駐車場台数 ３７台 
・ 小売店舗に係る必要駐車台数（指針） 

 （Ａ：店舗面積当たり日来客数原単位 1,061 人/千㎡）×（Ｓ：店舗面積 1.302 千㎡）×（Ｂ：ピーク率 14.4％）
×（Ｃ：自動車分担率 60％）÷（Ｄ：平均乗車人員 2.00 人）×（Ｅ：平均駐車時間係数 0.619）＝３７台 

 
イ 駐車場の位置及び構造等  図２参照 

・建物外平面駐車場(自走式)  合計 １１０台 
  出入口５か所 図２参照 

敷地内駐車待ちスペース  出入口№１ 26.5ｍ ・出入口№ 2 No.3 なし 
交通への支障を回避するための方策  
・店舗周辺約１km 圏内の誘導経路上３か所に案内板を設置する。 
・新聞折込チラシなどを配布し、経路、駐車場出入口等の案内を行う。 
・オープン時や日・祝日等の多客が予想される繁忙時には、駐車場出入口３か所に交通整理員（２～３名）を配置し、

交通への支障を回避する。 
 
ウ 駐輪場の確保等  図２参照 
  届出台数 ４７台（内自動二輪用 ８台） 

・指針参考値の駐輪台数 1,302 ㎡÷35 ㎡＝38 台  
・駐輪場の位置及び構造 １階店舗周辺に１か所４7 台を配置する。 
・駐輪場の管理体制 定期的に従業員による見回り、整理を実施する。 
・駐輪場案内の表示方法 敷地内看板表示等による。 

 
 
 
 
 
 

※駐車場 
  指針に基づく必要台数が確保さ

れており、駐車需要を充足してい

ると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※駐輪場 
  指針に基づく参考値の台数が確

保されており、駐輪需要を充足し

ていると認められる。 
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エ 荷さばき施設の整備等 図２参照 
（ア）荷さばき施設の整備  面積： ３２㎡  
（イ）計画的な搬出入 

・同時作業可能台数   ：１台 
・待機スペース     ：なし 
・搬出入車両専用出入口 ：なし 
・荷さばき可能時間帯  ：午前６時～午前９時  
・搬出入車両      ：合計 １台（４ｔ） 
・平均的な荷さばき処理時間 ：約２０分 
・ピーク時の搬出入車両台数 ：１台 

オ 経路の設定  
（ア） 案内経路  図３のとおり 
（イ） 周知の方法 

・店舗周辺約１km 圏内の誘導経路上３か所に案内板を設置する。 
・新聞折込広告に案内経路図を掲載し周知する。 
 

※荷さばき施設 
搬出入計画に基づき、必要な施

設が確保されており、適切な配慮が

なされていると認められる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※経路 

経路設定及びその周知の方法

は、必要な配慮がなされていると認

められる。 
 

 
（２）歩行者の通行の利便性の確保等 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 

・国道４６４号側に店舗出入口を設け、歩行者は歩道から直接店舗に入れるように計画する。 
・駐輪場は、来客車両と交錯しないよう駐車場から離れた位置に設置し、歩行者通路（軒下）から店舗に入れる計画とす

る。 
・夜間照明を設置する。 

 
※ 歩行者の通行の利便性の確保に

ついて、適切な配慮がなされてい

ると認められる。 
 
 

 
 
（３）廃棄物減量化及びリサイクルについての配慮 
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指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物減量化   
・商品搬入時における減量化のため、折りたたみコンテナによる納品、ハンガー納品等によるダンボール使用量の削減

に努める。 
  ・計画的な商品仕入れや商品管理を行い、廃棄物の発生量を抑えていく。 

・包装資材の削減に努め、簡易包装を推進し廃棄物の減量化に努める。 
イ リサイクル計画 

・ フリースのリサイクル回収により、熱エネルギーに再利用する。 
・ 自動販売機のビン・缶は、納入業者による回収の後、リサイクル専門業者にてリサイクル処理を行います。 
・ プラスチック及び紙製包装材は、リサイクル専門業者に委託しリサイクル処理を行います。 

 
 

 
※ 廃棄物減量化及びリサイクル計

画について、必要な配慮がなされ

ていると認められる。 

 
（４）防災・防犯対策への協力 

指針等に基づく配慮事項 検討状況 
ア 防災対策   

・自治体から要請があった場合は協力する。 
イ 防犯対策 

・駐車場内に適切な照明設備を設置する。 
  ・駐車場利用時間外は駐車場出入口をチェーンバリカ等で閉鎖する。 

 
※ 防災・防犯対策への協力につい
ては、適切な配慮がなされている
と認められる。 

 
 
 
 
 
 
２ 騒音の発生その他による大規模小売店舗の周辺の地域の生活環境の悪化の防止のために配慮すべき事項 



21 

（５）騒音の発生に係る事項 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 騒音問題に対応するための対応策 
（ア）騒音問題への一般的対策  

・計画地の敷地境界周辺に緑地帯を設置する。 
 

（イ）荷さばき作業等小売店舗の営業活動に伴う騒音への対策  
ａ荷さばき作業等に伴う騒音対策 
 ・商品納入の定時配送により作業時間を短縮する。 
 ・従事者の騒音防止意識の徹底を推進し、荷さばき作業車両のアイドリング禁止を徹底する。 
・搬出入の夜間作業は行わない。 
 

ｂ営業宣伝活動に伴う騒音対策 
・屋外にＢＧＭ等の営業宣伝活動は行わない。 

 
（ウ）付帯設備及び付帯施設等における騒音対策 
  ａ室外機等からの騒音 
   ・必要最小限の運転を心がける。 

 
 
ｂ駐車場からの騒音対策  
・平滑な路面とする。 
・アイドリングストップ等の看板を設置して注意を喚起する。 

 
ｃ廃棄物収集作業に伴う騒音対策 
・深夜・早朝の作業禁止、作業時間厳守。 
・廃棄物処理業者に騒音防止意識を周知・徹底させる。 
・作業車両には不必要なアイドリング・ストップを徹底させる。 
 

※騒音 
発生する騒音の予測・評価につい

ては、すべて基準値以下であり、適

切な対応がとられていると認めら

れる。 
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イ 騒音の予測・評価について                                           

（ア）騒音の総合的な予測・評価方法 
ａ予測方法：音源ごとに距離減衰効果を考慮した予測地点での騒音レベルを求め、昼間(6：00～22：00)における 

各音源の稼動状況から等価騒音レベルを算出した。 
ｂ予測地点：建物の周囲からそれぞれ近接した最も騒音の影響の受けやすい地点に立地し・立地可能な住居等の屋外 

６地点 
ｃ評価方法：騒音に係る環境基準 

   予測地点 総合的な予測（等価騒音レベル） 単位：dB 

昼間（6:00～22:00） 夜間（22:00～6:00） 
地点 用途地域区分 環境基

準類型 予測レベル 基準値 予測レベル 基準値 
備考 
相当 

Ａ 近隣商業地域 C 50 60 以下 ― ―  

B 近隣商業地域 Ｃ 38 60 以下  ― ―  

C 第一種住居地域 B 46 55 以下    ― ―  

D 第一種住居地域 B 43 55 以下 ― ―  

E 準住居地域 B 43 55 以下 ― ―  

F 第一種中高層 
住居専用地域 A 42 55 以下 ― 

 
― 
 

 

 
 ※ 夜間の作業及び稼動する設備はありません。 
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（２）廃棄物に係る事項等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 廃棄物等の保管について 図２参照 
（ア）保管のための施設容量の確保 

廃棄物の保管施設の容量： １０m3  （高さ１．５ｍ） 
                No１ ８．４ｍ３、No２ １．５ｍ３ 

リサイクル品は廃棄物保管施設２で保管 
（指針）「廃棄物等の保管量（ｍ３）」＝ A × B ÷ C 

 A：1 日当たりの廃棄物等
の排出予測量（ｔ） 

B：廃棄物等の 
 平均保管日数

C：廃棄物等の見
かけ比重 

排出予測量（㎥）
（保管量） 

紙製廃棄物等 ０．２７１ １ ０．１０ ２．７１
金属製廃棄物等 ０．００９ １ ０．１０ ０．０９

ガラス製廃棄物等 ０．００８ １ ０．１０   ０．０８

プラスチック製 
廃棄物等 

 
０．０２６

 
１ 

 
０．０１ 

 
２．６０

生ごみ等 ０．２２０ １ ０．５５   ０．４０
その他の可燃物等 ２．０７０ １ ０．３８   ０．１８

合  計    ６．０６

      
イ 廃棄物等の運搬や処分について ： 
（ア））・運搬・処理方法 指定業者等による敷地外処理。 
   ・運搬頻度    毎日 

 
※廃棄物に係る事項について、保管
施設は、指針を満たす保管容量が確
保されており、運搬等についても配
慮がなされていると認められる。 
 

（３）街並みづくり等への配慮等 
指針等に基づく配慮事項 検討状況 

ア 敷地内の緑化計画 ：緑化面積 ２３０㎡  （敷地面積 5,732 ㎡の 4％） 
「鎌ヶ谷市宅地開発指導要綱 公園・緑地基準」３％以上  

イ 街並みづくり、景観への配慮 
・街並みの形成及び景観との調和が図られた配置計画、建物設計に留意する。 
・建物外壁の色彩、デザイン、屋外広告物等は周囲との調和が図られる計画とする。 

 ・植栽等による敷地内の緑化を行い、景観と環境に配慮する。 
ウ 屋外照明・広告塔照明等  
 ・点灯時間  日没から閉店時刻まで 
・光害対策  指向性を持った照明器具を採用し、適度な照度とする。 
 

 
※ 街並みづくり等への配慮 

地域環境との調和に適切な配慮 
がなされていると認められる。 

３ 市町村・住民等の意見について 
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意見とその対応 検討状況 
ア 鎌ヶ谷市の意見 

（ア）敷地内の駐輪自転車について適性な管理を行い、放置自転車の防止に協力願います。 

（対応） 

 駐輪場は、来客車両との交錯が無いよう駐車場から離れた位置に設置し、歩行者通路（軒下）から店舗に入

れる計画とします。 

 また、午前１０時から午後８時の間、社員対応により適宜見回りをし、放置自転車の防止に努め適正な管理

を行います。 

 

（イ）鎌ヶ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例に基づき「廃棄物管理責任者選任届出書」及び「事業系一

般廃棄物減量・資源化計画書」を提出してください。 

（対応） 

    鎌ヶ谷市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例施行規則第５条及び第６条に従い、「廃棄物管理責任者選

任届出書」及び「事業系一般廃棄物減量・資源化計画書」を提出いたします。 
 
（ウ）災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書の締結をお願いしたい。 

（対応） 
    鎌ヶ谷市地域防災計画による災害時における応急生活物資供給等の協力に関する協定書について、内容を吟味し、検

討いたします。 
 
（エ）業務執行に当たっては、公害防止に係る各法令を遵守してください。 

（対応） 
    業務執行に当たっては、公害防止に係る各法令、規則基準を遵守いたします。なお、特定施設に該当する機器の設置

はありません。 
 
（オ）事業系の廃棄物は適正に処理してください。 
  （対応） 
    事業系廃棄物は適正に処理いたします。 

 
 

 
※ 鎌ヶ谷市からの意見について

は、必要な対応がなされると認め

られる。 
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第 3 総合判断 
 １ 駐車需要の充足等交通に係る事項について、駐車場については、指針に基づく必要台数が確保されており、駐車需要を充足していると認められる。 

駐輪場については、指針に基づく参考値の台数が確保されており、駐輪需要を充足していると認められる。 
   経路設定及びその周知方法については、必要な配慮がなされていると認められる。 

 
２ 荷さばき施設については、搬出入車両の車両種別、入庫状況、作業時間帯から必要な規模の施設・運営計画であり、適切な配慮がされていると認められる。 

 
３ 発生する騒音の予測・評価については、すべて基準値以下であり、適切な対応がとられていると認められる。 

 
４ 廃棄物に係る事項等については、指針に基づく予測排出量を充足させる保管容量を確保しており、リサイクル計画、廃棄物の減量化、廃棄物処理に関しても

適切な配慮がなされていると認められる。 
 
 ５ 街並みづくり等への配慮については、地域環境との調和に適切な配慮がなされていると認められる。 
 
６ 鎌ヶ谷市からの意見については、必要な対応がなされると認められる。なお、住民からの意見はなかった。 

 
 以上のことから、当該店舗の立地に関し、周辺地域の生活環境の保持を図るための施設の配置及び運営方法について、指針に照らし適正に配慮がなされている

と判断する。 
 
第 4  県の意見(案) 

   「意見なし」 
   なお、店舗の維持・運営に当たっては、届け出たところにより、店舗周辺地域の生活環境の保持に適正な配慮をしてください。 
    
 


